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クラウドクレジット株式会社 

 

2018年 6月 14日 

 

カメルーン中小企業支援プロジェクト 15号 

運用レポート 

 

 表記ファンドはこのたび満期償還期日を迎えましたが、別途お知らせの通り、運用期間を延長させて

いただきました。つきましては、現時点におけるファンドの運営状況をご連絡申し上げます。 

 

出資金総額 : JPY 18,440,000.- 

 うち投資送金額 : JPY 18,163,400.- 

 うち運用手数料 : JPY 276,600.- 
   

=== 運用開始時の状況 ===   

グループ会社貸付実行日 : 2017 年 5 月 9日 

グループ会社貸付金額 : EUR 146,798.67  

適用直物 EURJPYレート : 123.73 

グループ会社貸付期間 : 2017 年 5 月 9日から 2018 年 5月 25 日 

資金運用日数 : 381 日 

グループ会社貸付金利（年利） : 14.4% 
 

  

===2018 年 5月 30日時点の状況 ===   

予定グループ会社利息返済額 : EUR 22,065.65  

実現グループ会社利息返済額 : EUR 0.00  

未返済の利息額 : EUR 22,065.65  

予定グループ会社元本返済額 : EUR 146,798.67  

実現グループ会社元本返済額 : EUR 0.00  

未返済の元本額 : EUR 146,798.67  

グループ会社負担外為両替手数料 : EUR 0.00  

出資者返済原資 : EUR 0.00  

円貨換算出資者返済原資 : JPY 0.- 

ファンドの実現利回り : 最終的な元利金償還を終えるまで未定 

募集時期待利回り : 12.5% (期間：2017 年 5月 9日～2018 年 5月 31日) 
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運用者コメント 

本ファンドは、エストニア子会社が投資家様からご出資いただいた資金で参加しているカメルーンの

トレードファイナンス事業からの資金回収に延滞が生じ、ファンド帰属財産の全てを回収できていない

ことから、運用期間の延長を行っております。 

これに際して、オバンバ社はOvamba モーリシャス法人の所在国（モーリシャス共和国）の政府機関

である金融情報部門（Financial Intelligence Unit）が発行した本件取引内容に関する証明書の提出を求

められました。これをうけて、オバンバ社並びに弊社は本件の早急な解決に努め、現在、必要書類等の

提出は完了しております。 

 

オバンバ社から本営業者のグループ会社である当社エストニア法人への未返済額は EUR 176,679.61 

(2018 年 5月 25 日時点)となっております。オバンバ社における資金の回収は、全額回収済みとの報告

を受けておりますが、現状発生しているカメルーンからの送金遅延によって、エストニア子会社への

2018 年 5 月中の着金が確認できておりませんでした。本営業者から当社エストニア法人に貸し付けた

ローンの未返済元本は EUR 146,798.67(2018 年 5月 31 日時点)となっております。 

 

 今回の送金遅延に関し、弊社はオバンバ社より以下の報告を受けています。 

 

⚫ カメルーンからの国外送金に関しては、毎年年初に監査が行われている中で、今年はその内容

が厳格化されています。その背景にある要因として、2017 年 6 月に IMFがカメルーンに対し

て約 700 億円の与信プログラムを承認（貸付実行済は約 180 億円）しており、それを受け、当

プログラムにおける与信条件を満たすべく、カメルーン政府が国外送金の根拠の確認に関して

通常より厳しいプロセスを要求していることが挙げられます。 

⚫ 今回の国外送金に関し、オバンバ社はOvamba モーリシャス法人の所在国（モーリシャス共和

国）の政府機関である金融情報部門（Financial Intelligence Unit）が発行した取引内容に関す

る証明書を求められたため、必要書類等を提出しました。しかしながら、カメルーン当局から

の正式な送金承認が遅延しており、オバンバ社のカメルーンにおける取引銀行である Ecobank 

Cameroonから Ovambaモーリシャス法人への資金移動が出来ておりません。 

⚫ 現在、オバンバ社及び弊社では、早急な解決を目指すべく、カメルーン国内の法律事務所の協

力のもと、本件送金承認書の早期取得に向けてカメルーン政府の担当省庁へ継続的な交渉を行

っております。 

 

引き続き、本営業者は財産の回収が完了するまで、オバンバ社と協力しながら投資家様の利益最大化

を図ってまいります。一方で、かかる回収事業には一定の時間が必要になるため、本営業者であるクラ

ウドクレジット株式会社は延長期間を 6 ヶ月、延長後の最終期を 2018 年 11 月期と決定しました。カメ

ルーンでの回収事業が迅速に進み、すべての財産の回収が 2018 年 11 月より前の期に完了したときに

は、その期をもって本ファンドの運用は終了いたします。 
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＜会社概要（クラウドクレジット株式会社）＞ 

【代表者】杉山智行        【設立年月日】2013 年 1 月 

【資本金等】1,234,548 千円     【URL】https://crowdcredit.jp/ 

第二種金融商品取引業 

関東財務局長(金商)第 2809 号 

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 加入 

 

https://crowdcredit.jp/

